
宮城教育大学附属小学校                        コンピュータ使用の約束（端末の管理・使用に関する規約） 

    宮城教育大学附属小学校 コンピュータ使
し

用
よう

の約束
やくそく

     

児
じ

童
どう

の皆
みな

さんへ 

  コンピュータは、学
まな

びや生活
せいかつ

を豊
ゆた

かにすることができる道
どう

具
ぐ

です。ただし、使
つか

い方
かた

を間
ま

違
ちが

えると、 

自
じ

分
ぶん

だけでなく家
か

族
ぞく

や友達
ともだち

、附属小学校
しょうがっこう

、そして自
じ

分
ぶん

の将来
しょうらい

までも危
き

険
けん

にさらすことになります。日々
ひ び

の生活
せいかつ

や学
がく

習
しゅう

に役
やく

立
だ

て、デジタル社会を自
じ

分
ぶん

で歩
ある

くことができるよう、次
つぎ

の約束
やくそく

を守
まも

りましょう。 

保護者の皆様へ 

  予測困難な時代を生きていく子供たちが賢く効率的に問題解決に迫るために、コンピュータは必須

の道具です。文房具のような感覚で、「いつでも」「どこでも」コンピュータを使えることを目指します。

そのためには、保護者の皆様の理解と協力が欠かせません。この約束を基に、ぜひお子さんと一緒に使

ったり考えたりしてください。 

 

Ⅰ 貸出
かしだし

と返
へん

却
きゃく

に関
かん

すること                                            

  ・ １年生
ねんせい

から６年生
ねんせい

までの全
すべ

ての児童
じ ど う

に、附属
ふ ぞ く

小学校
しょうがっこう

のコンピュータを貸
か

し出
だ

します。 

    ※ １・２年生
ねんせい

は Apple社製
しゃせい

の iPad、３年生
ねんせい

以上
いじょう

は ASUS社製
しゃせい

または Acer社製
しゃせい

の Chromebook を

貸
か

し出
だ

します。 

  ・ 次
つぎ

の学年
がくねん

に進
しん

級
きゅう

するときには、同
おな

じコンピュータを持
も

ち上
あ

げます。 

・ 次
つぎ

の場
ば

合
あい

には、コンピュータを附属小学校に返
へん

却
きゃく

します。 

②  附属小学校を卒
そつ

業
ぎょう

するとき。 

   ② 附属小学校から他
ほか

の学
がっ

校
こう

へ転
てん

出
しゅつ

するとき。 

・ 附属小学校が貸
か

し出
だ

したコンピュータを壊
こわ

したりなくしたりしたときは、すぐに先生
せんせい

や保
ほ

護
ご

者
しゃ

に

相談
そうだん

します。対応
たいおう

は附属小学校が判断
はんだん

し、保
ほ

護
ご

者
しゃ

と連絡
れんらく

を取
と

りながら処
しょ

理
り

を進
すす

めます。 

・ 修
しゅう

理
り

したり新
あたら

しいコンピュータを購入
こうにゅう

したりするときに備
そな

えて端末
たんまつ

保険
ほ け ん

に加入
かにゅう

し、その制度
せ い ど

を利用
り よ う

して修理
しゅうり

を進
すす

めます。 

     ※ 破損
は そ ん

や紛失
ふんしつ

が故意
こ い

であるなど、保険
ほ け ん

の適用
てきよう

ができない場合
ば あ い

があります。 

 

Ⅱ-① 管
かん

理
り

や使
し

用
よう

（全般
ぜんぱん

）に関
かん

すること                                          

・ コンピュータは、日々
ひ び

の学
まな

びに役
やく

立
だ

て、学
まな

びを深
ふか

める

ために使
し

用
よう

します。 

・ コンピュータは、附属小学校で発行
はっこう

した本
ほん

人
にん

のアカ

ウントでのみ使
し

用
よう

することができます。友達
ともだち

や家
か

族
ぞく

のアカウントで使
し

用
よう

してはいけません。 

 



宮城教育大学附属小学校                        コンピュータ使用の約束（端末の管理・使用に関する規約） 

 

・ 好
す

きなように設
せっ

定
てい

を変
か

えたり、勝
かっ

手
て

にアプリケーションを追
つい

加
か

・削除
さくじょ

したりすると、思
おも

わぬトラ

ブルが発生
はっせい

しやすくなります。コンピュータをいずれ附属小学校に返却
へんきゃく

することを忘
わす

れずに、正
ただ

しく使
つか

います。 

・ コンピュータの画面
が め ん

と目
め

の距離
き ょ り

に気
き

を付
つ

け、正
ただ

しい姿勢
し せ い

で使
つか

うようにします。また、端末
たんまつ

の画面
が め ん

を長時間
ちょうじかん

見
み

続
つづ

けると目
め

が疲
つか

れることがあるので、目
め

を休
やす

ませながら使
つか

うようにします。 

・ アカウントやパスワード、そしてコンピュータを、責任
せきにん

をもって管
かん

理
り

する方法
ほうほう

を自
じ

分
ぶん

で考
かんが

えま

す。そのために、学校
がっこう

や家
か

庭
てい

で、必要
ひつよう

な知
ち

識
しき

や技
ぎ

能
のう

を身
み

に付
つ

けましょう。また、コンピュータが

苦
にが

手
て

とする環
かん

境
きょう

（湿
しっ

気
け

が多
おお

い、暑
あつ

い、寒
さむ

い など）を知
し

り、コンピュータを丁寧
ていねい

に扱
あつか

います。 

・ コンピュータにはいろいろな機
き

能
のう

があります。自
じ

分
ぶん

や友達
ともだち

を幸
しあわ

せにするための使
つか

い方
かた

を考
かんが

えるように

します。 

・ インターネットを使
つか

うとき、ボタンを押
お

したり情
じょう

報
ほう

を入
にゅう

力
りょく

したりする前
まえ

に、立
た

ち止
ど

まって考
かんが

える時
じ

間
かん

を作
つく

るようにします。また、怪
あや

しい文
ぶん

章
しょう

やイラスト

が表
ひょう

示
じ

されたら、すぐに手
て

を止
と

め、先生
せんせい

や保
ほ

護
ご

者
しゃ

に 

知
し

らせます。 

・ 文章
ぶんしょう

を作
さく

成
せい

するとき、文章
ぶんしょう

を見
み

直
なお

しながら、「伝
つた

えたいことが正
ただ

しく伝
つた

わるか」「文章
ぶんしょう

を読
よ

んで

傷
きず

つく人
ひと

はいないか」「個
こ

人
じん

が特定
とくてい

される情
じょう

報
ほう

が含
ふく

まれていないか」などをよく考
かんが

えます。 

・ コンピュータやアカウントを児
じ

童
どう

が用
もち

いた活
かつ

動
どう

は全
すべ

て記
き

録
ろく

され、附属小学校がその記
き

録
ろく

を確認
かくにん

す

ることがあります。約束
やくそく

を守
まも

っていない児
じ

童
どう

がいたら、附属小学校がその児
じ

童
どう

のコンピュータや

アカウントの使
し

用
よう

を制限
せいげん

することがあります。 

・ 端末
たんまつ

利用
り よ う

を通
つう

じて蓄積
ちくせき

した学習
がくしゅう

に関
かん

する個人
こ じ ん

の情報
じょうほう

については、学習
がくしゅう

状 況
じょうきょう

を評
ひょう

価
か

するため

に教員
きょういん

が参照
さんしょう

することがあります。また、附属小学校の研究
けんきゅう

のために分析
ぶんせき

したり発信
はっしん

したりす

る場合
ば あ い

には、個人
こ じ ん

が特定
とくてい

できない形
かたち

に加工
か こ う

したうえで、利用
り よ う

することがあります。 

  

Ⅱ-② 学校での使
し

用
よう

に関
かん

すること                                             

・ コンピュータは筆
ひっ

記
き

用
よう

具
ぐ

（文
ぶん

房
ぼう

具
ぐ

）と同
おな

じです。机
つくえ

の

上
うえ

を整
せい

理
り

整
せい

頓
とん

して使
つか

います。 

・ 授
じゅ

業
ぎょう

で使
つか

うときは、めあて（学
がく

習
しゅう

問
もん

題
だい

や学
がく

習
しゅう

課
か

題
だい

）

に合
あ

わせた使
つか

い方
かた

をします。 

・ 休
やす

み時
じ

間
かん

に使
つか

いたいときは、先生
せんせい

の許
きょ

可
か

をもらいます。 

・ 約
やく

束
そく

を守
まも

らない人
ひと

を見
み

かけたときは、すぐに注
ちゅう

意
い

をし

たり先生
せんせい

に知
し

らせたりします。 
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Ⅱ-③ 家
か

庭
てい

での使
し

用
よう

に関
かん

すること                                          

・ 通学
つうがく

でコンピュータを持
も

ち運
はこ

ぶときは、ランドセルに必
かなら

ず入
い

れ、落
お

としたり水
みず

に濡
ぬ

れたりしな

いように十
じゅう

分
ぶん

に気
き

を付
つ

けます。 

・ コンピュータの安全
あんぜん

な置
お

き場
ば

所
しょ

を決
き

めます。その際
さい

、充
じゅう

電
でん

することができる場
ば

所
しょ

を選
えら

びます。 

・ 自
じ

宅
たく

で保
ほ

護
ご

者
しゃ

が管
かん

理
り

する無
む

線
せん

ネットワーク（Wi-Fi）につないで使
つか

います。つなぎ方
かた

を保
ほ

護
ご

者
しゃ

と

確
たし

かめましょう。また、自
じ

宅
たく

以
い

外
がい

に持
も

ち出
だ

したり、自
じ

宅
たく

以
い

外
がい

の無線ネットワークを利
り

用
よう

したりす

ることはしません。 

・ コンピュータを使
つか

う前
まえ

に、使
つか

う目
もく

的
てき

を保
ほ

護
ご

者
しゃ

と確
たし

かめます。そして、体
たい

調
ちょう

をくずすことなく、気
き

分
ぶん

良
よ

く使
つか

い終
お

えられるように、使
し

用
よう

場
ば

所
しょ

や使
し

用
よう

時
じ

間
かん

を決
き

めて使
つか

います。 

・ コンピュータ自
じ

体
たい

に不
ふ

具
ぐ

合
あい

が生
しょう

じた場
ば

合
あい

には、症
しょう

状
じょう

を説
せつ

明
めい

書
しょ

で確
かく

認
にん

したり再
ふたた

起
き

動
どう

したりして

動
どう

作
さ

を確
かく

認
にん

します。不
ふ

具
ぐ

合
あい

が解
かい

決
けつ

しないときは学
がっ

校
こう

に連
れん

絡
らく

します。 

 

Ⅲ その他
た

                                                      

・ 家
か

庭
てい

で児
じ

童
どう

と保
ほ

護
ご

者
しゃ

がこの約
やく

束
そく

を一緒
いっしょ

に読
よ

み内容
ないよう

を理
り

解
かい

します。また、どのようにしたら約束
やくそく

を

守
まも

って気
き

持
も

ち良
よ

くコンピュータを使
つか

えるかを具
ぐ

体
たい

的
てき

に考
かんが

えます。 

・ 附属小学校はこの約束
やくそく

をより良
よ

くしていきます。そのため、状 況
じょうきょう

に合
あ

わせて、常
つね

に内
ない

容
よう

を見
み

直
なお

します。内容
ないよう

を変
へん

更
こう

するときは附属小学校からお知
し

らせします。 

・ この約束
やくそく

に児
じ

童
どう

と保
ほ

護
ご

者
しゃ

が同
どう

意
い

したら、学
がっ

校
こう

に同
どう

意
い

書
しょ

を提
てい

出
しゅつ

します。同
どう

意
い

書
しょ

を受
う

け取
と

ってから、

附属小学校はコンピュータを貸
か

し出
だ

します。同意書
ど う い し ょ

を一度
い ち ど

提出
ていしゅつ

したら、進級
しんきゅう

した後
あと

などに再
ふたた

び

提
てい

出
しゅつ

する必要
ひつよう

はありません。 

 

 

「コンピュータ使用の約束」や同意書、コンピュータの破損や紛失等に関する問合せは、 

 附属小学校で受け付けます。 

宮城教育大学附属小学校 

電話 022-234-0318 

（開庁日の 8:15～17:15 の時間帯） 

 

この「コンピュータ使用の約束（端末の管理・使用に関する規約）」は、 

宮城教育大学附属小学校が令和３年５月に定めたものです。 

令和４年４月に一部を見直しました。 

令和６年４月に一部を見直しました。 

令和７年４月に一部を見直しました。 

 

 


